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外国産原産地証明 証明書発給について 
 

●貿易形態 

 外国産原産地証明書の発給については、その貿易形態により必要な典拠書類が異なりま

す。以下の３種類の中から、当てはまる貿易形態をご確認ください。 

貿易形態 内容 

再輸出 外国から輸入した通関済みの商品を、加工しないで再度輸出すること。 

積戻し 外国から到着し通関手続き未了で保税状態にある商品を、加工しないで

保税地域または他の所蔵場所から再度外国向けに積み出すこと。 

仲介貿易 日本の事業者が、外国相互間での商品の移動を伴う売買契約の当事者

（仲介者）となる取引 

 

●申請に必要な書類（３種類の貿易形態に共通） 

提出書類 備考 

①証明申請書 ・会議所で所定の用紙を無料配布。コピー

して利用する。（メールに添付して送付

することもできます。） 

・必要事項を記入（会社名・代表者名は横

判も可）し、会社員（登録時に使用した

もの）を押印する。 

②原産地証明書 

 （Certificate of Origin、C/O） 

・会議所で所定の用紙を無料配布。（全国

統一様式。偽造防止加工） 

・基本的には申請事業所が英文で作成。

（書類の作成については応相談） 

・署名以外の部分は手書き不可。 

・証明書の所定の箇所に「ORIGINAL」

と印字したものと会議所控用に

「COPY」と印字したものである２部が

最低限必要。 

③インボイス【商業送り状】 

（Invoice【Commercial Invoice】） 

・売主から買主への請求書や納品書の性格

を持つ送付貨物明細書であることが必

要。（仮送り状【Proforma Invoice】

や税関用インボイス【Customs 

Invoice】は不可） 

・会議所に貿易登録してあるものと同じサ

インが入っていなければならない。 
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●再輸出の場合 

④必要な追加資料（以下のＡ～Ｇのいずれかを提出） 備考 

Ａ 海外公的機関（商工会議所等）の原産地証明書

（フォトコピー可） 

・記載されている商品名と原産

国が、再輸出時の原産地証明

書・インボイスに記載されて

いるものと同一であること。 

Ｂ 原産国表記のある輸入許可通知書（I/D）（フォト

コピー可） 

・Ａの備考欄と同じ。 

・国名が２文字の略号で記載さ

れている場合もある。 

Ｃ 原産国表記のある輸入時のインボイス（フォトコ

ピー可） 

・Ａの備考欄と同じ。ただし製

造者の住所の国名も一致して

いなければならない。 

・記載されている輸送手段は、

対象国から日本へ輸入されて

いるか。数量が輸出時の数量

を満たしているか。 

・サインが入っていること。 

Ｄ 輸入元販売証明書（原本） 

※輸出者（申請者）が輸入元から直接購入した

場合（輸入元が作成） 

・Ａの備考欄と同じ。ただし製

造者名とその住所も一致して

いなければならない。 

Ｅ 国内輸入経路説明書（原本） 

 ※輸入元から転売先を経て輸出者に至る経路に

ついて輸出者（申請者）が説明するもの（輸出者

が作成） 

・会議所にひな型あり。 

・Ａの備考欄と同じ。 

・必要事項を記入・印字し、貿

易登録時に使用した会社印を

押印する。 

Ｆ 商品の写真（商品全体と製造者名、住所、国名

（原産国）の表示部分） 

・写真から確認できる商品名、

製造者名とその住所、国名

（原産国）が再輸出時の原産

地証明書やインボイスに記載

されているものと同一である

こと。 

Ｇ 商品のカタログ（商品全体と製造者名、住所、国

名（原産国）の記載が必要） 

・記載されている商品名や商品

コード、製造者名とその住

所、国名（原産国）が再輸出

時の原産地証明書やインボイ

スに記載されているものと同

一であること。 
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⑤その他追加書類 ①～④の他、必要に応じて追加書類を求める。 

(例)包装明細書（Packing List） 

  船荷証券（Bill of Lading、B/L） 

  航空貨物運送状（Air Waybill）  など         

 

●発給に際しての注意事項 

・速やかな証明書発給のために、発給（来所）前に一度、メール

（trade@hakodate.cci.or.jp）にて書類をお送りください。審査が終わりましたら 

ご連絡いたしますので、それから提出書類の原本をお持ちください。 

 

 ・発給は、基本的に申請受付後 2 営業日以内を目安としてご案内しております。 

ただし、当会議所の署名者（サイナー）や認証印管理者の都合により、発給にかか

る時間が前後する場合もありますので、お急ぎの場合は申請前にご連絡いただきま

すようお願いいたします。 

 

 ・手数料は１件につき函館商工会議所会員企業は１,１００円、非会員企業は３,３００

円となっております。お支払いは発給手続完了後、書類の受取時にお願いいたしま

す。 
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●積戻しの場合 

④必要な追加資料（以下のＡ～Ｄのいずれかを提出） 備考 

Ａ 海外公的機関（商工会議所等）の原産地証明書

（フォトコピー可） 

・記載されている商品名と原産

国が、再輸出時の原産地証明

書・インボイスに記載されて

いるものと同一であること。 

Ｂ 原産国表記のある積戻し許可通知書（I/D）（フォ

トコピー可） 

・Ａの備考欄と同じ。 

・国名が２文字の略号で記載さ

れている場合もある。 

Ｃ 原産国表記のある蔵入承認申請書（フォトコピー

可） 

 

Ｄ 原産国表記のある蔵入れ時のインボイス ・Ａの備考欄と同じ。但し製造

者の住所の国名も一致してい

なければならない。 

・記載されている輸送手段は、

対象国から日本へ輸入されて

いるか。数量が輸出時の数量

を満たしているか。 

・サインが入っていること。 

 

⑤その他追加書類 ①～④の他、必要に応じて追加書類を求める。 

(例)包装明細書（Packing List） 

  船荷証券（Bill of Lading、B/L） 

  航空貨物運送状（Air Waybill）  など         

 

●発給に際しての注意事項 

・速やかな証明書発給のために、発給（来所）前に一度、メール

（trade@hakodate.cci.or.jp）にて書類をお送りください。審査が終わりましたら 

ご連絡いたしますので、それから提出書類の原本をお持ちください。 

 

 ・発給は、基本的に申請受付後 2 営業日以内を目安としてご案内しております。 

ただし、当会議所の署名者（サイナー）や認証印管理者の都合により、発給にかか

る時間が前後する場合もありますので、お急ぎの場合は申請前にご連絡いただきま

すようお願いいたします。 

 

 ・手数料は１件につき函館商工会議所会員企業は１,１００円、非会員企業は３,３００

円となっております。お支払いは発給手続完了後、書類の受取時にお願いいたしま

す。 
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●仲介貿易の場合 

④必要な追加資料（以下のＡ～Ｃのすべて提出） 備考 

Ａ 仲介貿易による外国産商品の原産地証明書発給申

請に係る誓約書 

・記載されている商品名と原産

国が、再輸出時の原産地証明

書・インボイスに記載されて

いるものと同一であること。 

Ｂ 海外公的機関（商工会議所等）発行の原産地証明

書（原本） 

・Ａの備考欄と同じ。 

・国名が２文字の略号で記載さ

れている場合もある。 

Ｃ 海外から船積みされたことを示す資料（下記のい

ずれか、フォトコピー可） 

①（船積地発行の）船荷証券（B/L）（Non-

negotiable Copy 不可） 

②（船積地発行の） 

・Ａの備考欄と同じ。但し製造

者の住所の国名も一致してい

なければならない。 

・記載されている輸送手段は、

対象国から日本へ輸入されて

いるか。数量が輸出時の数量

を満たしているか。 

・サインが入っていること。 

 

⑤その他追加書類 ①～④の他、必要に応じて追加書類を求める。 

(例)包装明細書（Packing List） 

  船荷証券（Bill of Lading、B/L） 

  航空貨物運送状（Air Waybill）  など         

 

●発給に際しての注意事項 

・速やかな証明書発給のために、発給（来所）前に一度、メール

（trade@hakodate.cci.or.jp）にて書類をお送りください。審査が終わりましたら 

ご連絡いたしますので、それから提出書類の原本をお持ちください。 

 

 ・発給は、基本的に申請受付後 2 営業日以内を目安としてご案内しております。 

ただし、当会議所の署名者（サイナー）や認証印管理者の都合により、発給にかか

る時間が前後する場合もありますので、お急ぎの場合は申請前にご連絡いただきま

すようお願いいたします。 

 

 ・手数料は１件につき函館商工会議所会員企業は１,１００円、非会員企業は３,３００

円となっております。お支払いは発給手続完了後、書類の受取時にお願いいたしま

す。 
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